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地域管理経営計画等に関する懇談会の設置要領

（目 的）

第１条

国有林の地域別の森林計画及び地域管理経営計画並びに国有林野施業実施計画（以

下「地域管理経営計画等」という。）の樹立又は策定若しくは変更に当たり「地域森林

計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」の第５、及び「地

域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について」（以

下「運用通知」という。)第４の１、並びに「国有林野管理経営規程」第６条第７項及び

第１４条第５項を踏まえて、学識経験を有する者からの意見を聴取するため「地域管理

経営計画等に関する懇談会」（以下「懇談会」という。）を設置するものとする。

（組 織）

第２条

懇談会は「運用通知」第４の１並びに「国有林野管理経営規程」第６条第７項及び第

１４条第５項に規定する学識経験を有する者から構成され、その委員は北海道森林管理

局長が任命する。

（任 期）

第３条

１ 委員の任期は２年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とす

る。

２ 委員は再任されることができる。

（懇談会の開催）

第４条

懇談会は、森林管理局長が以下の各号に該当する場合に開催するものとする。

（１）地域管理経営計画等を策定又は変更するとき。

（２）国有林の地域別の森林計画を樹立又は変更するとき。

（３）その他、森林管理局長が必要と認めたとき。

（事務局）

第５条

懇談会の事務局は、地域管理経営計画に係る事務にあっては北海道森林管理局総務企

画部業務調整課、国有林の地域別の森林計画及び国有林野施業実施計画に係る事務にあ

っては計画保全部計画課に置くものとする。

（附則）この要領は平成１１年 １月２２日から施行する。

（附則）この要領は平成１５年１２月１７日から施行する。

（附則）この要領は平成１７年１２月 １日から施行する。

（附則）この要領は平成２５年１１月２９日から施行する。

（附則）この要領は平成２７年１１月１７日から施行する。
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